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「消費税率の引き上げに伴う対応について Q&A」改訂版について（通知） 

 

 

 日頃は本市の介護保険行政の円滑な推進に格別のご協力をいただきありがと

うございます。 

 さて、見出しの件について、「平成 26 年度介護報酬改定により変更される重

要事項説明書の取扱いについて」（平成 26 年 4 月 1 日付厚生労働省事務連絡）

を受け別添のとおり改訂しましたので、業務の参考としていただきますようお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設指定係 052-972-3487 

居宅指定係 052-972-2539 

指導係   052-972-2592 

052-972-3087 



別添 

消費税率の引き上げに伴う対応について Q＆A【H26.4.3 改訂版】 

 

Ｑ１.消費税率の引き上げ分について、価格（介護報酬以外）に転嫁してよいか。 

 

Ｑ２．消費税率の引き上げに伴う料金の変更（介護報酬を含む）について、利

用者へ説明する必要があるか。 

 

Ｑ３．消費税率の引き上げに伴う料金の変更（介護報酬を含む）について、契

約書及び重要事項説明書の変更が必要か。 

 

Ｑ４.Ｑ３について、文書で同意を得ない場合、例えばどのような対応が考えら

れるか。 

 

Ｑ５．消費税率の引き上げに伴い、介護報酬以外の料金（食費、交通費等）を

変更する場合、市へ届出が必要か。 

 

Ａ１．課税となるものについては、原則として本体価格に消費税率分を上乗

せすることとし、非課税となるものについて、仕入れに係る消費税相当分を

コスト上昇要因として価格に転嫁することが可能である。 

Ａ２．消費税率の引き上げに伴う料金の変更（介護報酬を含む）について、

利用者へ説明する必要がある。 

なお、当該説明にあたっては文書を用いて懇切丁寧に行われたい。 

Ａ５．介護報酬以外の料金を変更するため、運営規程を変更する場合は、通

常どおり運営規程の変更届が必要である。 

Ａ３．すでに契約済みの利用者については、契約書及び重要事項説明書を作

成し直す必要はないが、トラブル防止のため利用者から文書で同意を得るこ

とが望ましい。 

さらに、消費税率の引き上げとは直接関係のない利用料の引上げを行う場

合も、利用者及び事業者双方の保護の立場から書面で利用者の同意を得るこ

とが望ましい。なお、合理的な理由のない便乗値上げについては認められな

いため留意いただきたい。 

Ａ４．消費税率の引上げに伴う料金の変更（介護報酬を含む）について、利

用者へ説明を行なった日時・方法・対象者を明確に記録して残しておくとい

った対応が考えられる。 


